
岡山県公共工事建設資材等単価決定要領 

 
第１ 総則 
   岡山県農林水産部及び土木部が施行する公共工事において、使用する建設資材及び土木工

事市場単価、土木工事標準単価の価格決定を行う場合について適用する。 
 
第２ 優先順位及び端数処理 
   資材等単価の決定における、優先順位は以下のとおりとする。 

①「公共工事及び業務委託関係の積算に使用する単価等の改定について」により通知する単

価（県統一単価） 
②物価資料（建設物価・積算資料・土木コスト情報・土木施工単価等） 
③見積り 

ただし、別に定める場合は特別調査を実施し単価を決定する。 
なお、物価資料、見積り及び特別調査における単価の端数処理については下表による。 
 

1,000 円未満 1 円未満切り捨て(1 円単位) 
1,000 円以上 10,000 円未満 10 円未満切り捨て(10 円単位) 
10,000 円以上 100,000 円未満 100 円未満切り捨て(100 円単位) 
100,000 円以上 1,000 円未満切り捨て(1,000 円単位) 
土木工事市場単価 1 円未満切り捨て(1 円単位) 
土木工事標準単価 1 円未満切り捨て(1 円単位) 

 
第３ 物価資料を利用する場合の注意事項 
 １ 実勢価格として掲載されている場合は、原則として、卸売価格または大口価格を使用する。 
 ２ 公表価格として掲載されている資材価格は、メーカー等が一般に公表している販売希望価

格であり、実勢価格とは異なるため使用しない。 
 
第４ 見積りによる場合の留意事項 
 １ 見積りを徴取する場合は、形状・品質・規格・数量及び納入時期・場所等の条件を提示し、

見積依頼を行う。 
 ２ 見積りは原則として３社以上から徴取する。 
 ３ 価格の決定にあたっては、異常値を除いた平均値とするが、価格にばらつきがある場合や

異常値があった場合は適宜見積業者数を増やすなどして、適正な価格決定を行う。ただし、

電気・機械設備に係る機器単体費等は、条件等を精査のうえ、最低値を採用する。 
 ４ 県統一単価または物価資料（以下、「県統一単価等」という。）に類似品が掲載されている

場合は、類似品の見積りを徴取し、査定率（以下「類似品査定率」という。）により算定した

価格を採用する。 
 
 
 



 ５ 見積単価の決定方法 
（１）見積業者が３社以上の場合 

１）県統一単価等への類似品の掲載がある場合は、類似品査定率により算定した価格の平 
均値とする。 

２）県統一単価等への類似品の掲載がない場合は、見積価格の平均値とする。 
（２）見積業者が２社の場合 

１）県統一単価等への類似品の掲載がある場合は、類似品査定率により算定した価格の平 
均値とする。 

２）県統一単価等への類似品の掲載がない場合は、見積価格の平均値とする。 
（３）見積業者が１社の場合 

１）県統一単価等への類似品の掲載がある場合は、類似品査定率により算定した価格とす

る。 
２）県統一単価等への類似品の掲載がない場合は、見積価格とする。 

 
第５ 布設費用等を含めた総合単価の採用 
   道路側溝等で長さによってそれぞれ製品がある場合、各規格の平均単価及び平均重量（最

頻度重量）により総合単価を算定し、最も有利な価格を採用する。 
   また、製品の形状により土工等が著しく異なる場合は、土工費用も含めて検討する。 
 
 
 
附則 この要領は、平成１８年８月１日から適用する。 
附則 この要領は、平成２７年５月１日から適用する。 
附則 この要領は、平成２８年４月１日から適用する。 
附則 この要領は、平成２９年１１月１日から適用する。 
附則 この要領は、令和元年５月１日から適用する。 
附則 この要領は、令和元年１１月１日から適用する。 
附則 この要領は、令和３年８月１日から適用する。 



岡山県公共工事建設資材等単価決定要領の運用 

 
 
１ 岡山県公共工事建設資材等単価決定要領（以下「要領」という。）第２②「物価資料」

による場合は、「建設物価」「Web 建設物価」「土木コスト情報」（（一財）建設物価調査

会発行）及び「積算資料」「積算資料別冊」「土木施工単価」（（一財）経済調査会発行）

の平均値を採用することとする。ただし、一方のみ掲載の場合はその価格を採用する。 
 
２ 要領第２②「物価資料」の掲載価格の地域が異なる場合は、原則として「岡山」→「広

島」→「大阪」または、「岡山」→「中国」→「全国（本州）」の優先順位とし、より小

さい地域で岡山が含まれる地域の掲載価格を優先する。 

（例１）  建設物価 岡山 ５８０円 

積算資料 広島 ５３０円   

５３０円が安価であるが、地域が「岡山」である５８０円を採用する。 

（例２）  建設物価 中国 ５８０円 

積算資料 広島 ５３０円 

岡山が含まれる「中国」の５８０円を採用する。 

 

３ 要領第２②「物価資料」の掲載価格の単位換算が必要な場合は、２つの物価資料の掲

載価格を単位換算（小数第３位を切り捨て）した後、平均値（小数２位を切り捨て）を

算出する。単価決定する際には平均値を要領第２により端数処理を行うこととする。 

 

   （例）物価資料の単位「本」を、単価の単位「ｍ」に単位換算する場合 

（１本＝５．５ｍ） 

建設物価 １０，６００円／本 

      積算資料 １１，１００円／本 

 

      １ｍ当たり価格に単位換算 

      建設物価 １０，６００÷５．５＝１９２７．２７２→１９２７．２７円 

      積算資料 １１，１００÷５．５＝２０１８．１８１→２０１８．１８円 

 

      平均値を算出 

      （１９２７．２７＋２０１８．１８）÷２＝１９７２．７２５ 

→１９７２．７円 

       

      単価決定 

       １，０００円以上１０，０００円未満は１０円未満切り捨て 

１，９７０円／ｍ 

 

 

 



４ 要領第２②「物価資料」の掲載価格に係数等を掛ける場合は、２つの物価資料の掲載

価格に係数等を掛けた価格（小数点第３位を切り捨て）を用い、平均値（小数２位を切

り捨て）を算出する。単価決定する際には平均値を要領第２により端数処理を行うこと

とする。 

   （例）機械賃料の長期割引（３５％）価格を算出する場合 

建設物価 ９５０円／日 

      積算資料 ９８０円／日 

 

      長期割引を掛けた価格 

      建設物価９５０×（１－０．３５）＝６１７．５００→６１７．５０円 

      積算資料９８０×（１－０．３５）＝６３７．０００→６３７．００円 

 

      平均値を算出 

      （６１７．５０＋６３７．００）÷２＝６２７．２５→６２７．２円 

        

      単価決定 

１，０００円未満は１円未満切り捨て 

６２７円／日 

 

  ただし、市場単価、土木工事標準単価の単価決定は「物価資料」の掲載価格を平均し、

要領第２により端数処理を行い、加算率・補正係数は決定した単価に掛けるものとする。 

  また、損耗率（損料率）についても、「物価資料」の掲載価格を平均し、要領第２によ

り端数処理を行い、決定した単価に損耗率を掛けるものとする。 

 

５ 要領第２②「物価資料」で大口価格、小口価格の掲載がある場合は、原則として大口

価格を採用する。ただし、以下の場合は超大口価格となるため、別途見積や実勢価格調

査等を行う。超大口価格とは、物価資料記載の取引数量以上の場合をいう。（１現場の

総数である） 

例 セメント 1,000t以上 

 鉄筋 200t以上 

 
６ 要領第２③「見積り」にはメーカー等から提出されたカタログ価格表を含むこととす

る。 
ただし、価格有効期間、納入場所及び価格区分（実勢価格・公表価格の別）を明示し

た文書に添付され、提出されたものに限る。（見積依頼文書は省略可能とする。） 
 
７ 要領第２③における「別に定める場合」は次のとおりとする。 

（１）橋梁用ゴム製支承 
（２）資材毎の金額（単価×数量）が１００万円以上（以下「高額資材」という。） 
ただし、高額資材について類似品が県統一単価及び物価資料に掲載されている場合は

要領第４の４によるものとする。 
 



８ 要領第２③における「特別調査」とは、県が調査機関に委託し、実勢価格を調査する

ことである。 
 
９ 要領第４の３における「異常値」については、徴取した全ての見積価格の平均値に対

し、±３０％を目安とし、それを超えるものとする。 
 
１０ 要領第４の４における「類似品査定率」は次式により見積業者ごとに算定する。 

【類似品査定率＝類似品の掲載価格／類似品の見積価格】 
なお、類似品査定率の有効数字は、少数以下３位止め（４位切り捨て）とする。 

  また、見積業者が２社以上の場合における「類似品査定率により算定した価格」の端

数処理は１円単位（１円未満切り捨て）とし、これらから算出した平均値の端数処理は

要領第２による。 
「異常値」については、類似品査定率により算定した価格により判断する。 

 
１１ 機械設備・電気設備等で、必要とする条件を満足しメーカーにより機器の仕様が異

なり、同一メーカーの機器の組み合わせでないと作動しないものは、同一メーカーの機

器を組み合わせた合計値で比較する。 
 
１２ 岡山県エコ製品に認定された製品については、品質や価格等を考慮の上、優先して

使用するように努める。従来品（新材、再生品）に比べ品質・安全性・価格等が同程度

ならば優先的に使用することを原則とする。「価格が同程度」とは従来品（新材）に比

べ１０％以内の割高までをいう。 

岡山県エコ製品を使用する場合は、当初設計時に岡山県エコ製品の単価を使用し、使

用しなかった場合は、従来品に設計変更することとする。 

なお、現段階で汎用性のない循環資源を原料とする資材又は同項目に複数の岡山県エ

コ製品がない場合等は、当初設計時は従来品で設計し、岡山県エコ製品の使用は品質や

価格等を考慮の上、使用承諾により設計変更することとする。 

 
１３ 単価決定にあたっては、別紙１「岡山県公共工事建設資材単価決定フロー」及び別

紙２「特別調査単価決定フロー」を参考とする。 
 
附則 この運用は平成１８年８月１日から適用する。 
附則 この運用は平成２１年４月１日から適用する。 
附則 この運用は平成２７年５月１日から適用する。 
附則 この運用は平成２８年４月１日から適用する。 
附則 この運用は令和元年１１月１日から適用する。 
附則 この運用は令和３年８月１日から適用する。 
附則 この運用は令和５年５月１日から適用する。 
附則 この運用は令和６年１１月１日から適用する。 
附則 この運用は令和７年１月１０日から適用する。 



別紙１

  岡山県公共工事建設資材単価決定要領の運用

岡山県公共工事建設資材単価決定フロー

Ｙｅｓ Ｎｏ

①

Ｙｅｓ Ｎｏ

② ※橋梁用ゴム製支承及び高額資材（資材毎の金額（単価×数量）が１００万円以上）の場合は、特別調査を

   （ただし、高額資材について類似品が県統一単価・物価資料に掲載されている場合は次のフローへ進む）

Ｙｅｓ Ｎｏ

Ｙｅｓ Ｎｏ

Ｙｅｓ No Ｙｅｓ Ｎｏ

③ ④

スライド適用 Ｙｅｓ Ｎｏ

⑤ ⑥

スライド適用 Ｙｅｓ Ｎｏ

⑦ ⑧

スライド適用

ＳＴＡＲＴ

県統一単価に登録
されている

※「物価資料」とは「建設物価」「Web建設物価」「土木コスト情報」
   （（一財）建設物価調査会発行）及び「積算資料」「積算資料別
   冊」「土木施工単価」（（一財）経済調査会発行）である。県統一単価を採用

物価資料に掲載され
ている

見積徴取（原則３社以
上） 　 実施する。（特別調査単価決定フロー参照）

見積単価にばらつき
がなく、異常値を除い
た見積業者数が３社
以上である

追加見積り、または
仕様確認のうえ再
見積り徴取可能で
ある

｢物価資料｣の平均
値を採用

（公表価格は使用しない）

　　　　　※異常値は、±３０％
　　　　　　 を目安とする。

県統一単価、物価
資料への類似品の
掲載がある

見積業者数が２社
である

類似品の見積りを徴
取し、類似品査定率
により算定した単価
の平均値を採用

見積単価の平均値を
採用

県統一単価、物価
資料への類似品の
掲載がある

見積業者数が１社
である

類似品の見積りを徴
取し、類似品査定率
により算定した単価
の平均値を採用

見積単価の平均値
を採用

県統一単価、物価
資料への類似品の
掲載がある

類似品の見積りを徴
取し、類似品査定率
により算定した単価
を採用

見積単価を採用

※２社以上の見積単価をスライド適用する場合の端数処理
　 類似品査定率により算定した単価 ： 1円単位（1円未満切り捨て）
　 平均値 ： 要領第２による



特別調査単価決定フロー 

 

工事において、橋梁用ゴム製支承及

び高額資材を使用する。 

 

県統一単価又は物価資料の

単価を採用する。 

使用する支承等の単価が県

統一単価又は物価資料に掲

載があるか。 
 

Yes 

No 

技術管理課へ依頼 

・様式１「材料単価等特別調査依頼書」 

・構造図等（必要に応じて） 

 
特別調査が可能か。 

（調査機関） 
 見積りを徴取し単価

を決定する。 

No 

Yes 

特別調査 
（調査機関） 

※ ４月、５月に発注を予定している工事については、技術管理課担当者へ別途協議願います。 

※ 依頼漏れの品目がある場合は技術管理課へ、仕様の変更、単価提供希望時期が変更になる場合は調

査機関へ、それぞれ速やかに連絡してください。 

調査結果通知 

特別調査 
（調査機関） 

調査結果通知 

（発注者対応） 

橋梁用ゴム製支承 

一般資材 

 

（調査機関多忙など） 

 

調査機関との契約事務 

（技術管理課対応） 

（技術管理課契約対象内） 

 

「単価提供希望時期」 

・橋梁用ゴム製支承・一般資材は「単価提供希

望時期」から５週間程度前までに依頼して下

さい。 

・調査難易度の高い機器単体費は 

内容により調査期間が５週間から２ヶ月程度

必要です。また、契約事務のためにさらに１

ヶ月程度の期間が必要です。 

調査難易度の高い機器単体費

（技術管理課契約対象外） 

 

 

 別紙２ 

※岡山県公共工事建設資材単 

価決定フロー参照のこと。 

（発注者対応） 
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